
人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
〇
―
四
（
職
員
の
保
健
及

び
安
全
保
持
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
三
年
二
月
一
日

人
事
院
総
裁

一

宮

な
ほ
み

人
事
院
規
則
一
〇
―
四
―
三
四

人
事
院
規
則
一
〇
―
四
（
職
員
の
保
健
及
び
安
全
保
持
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
〇
―
四
（
職
員
の
保
健
及
び
安
全
保
持
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
有
害
な
業
務
に
係
る
措
置
）

（
有
害
な
業
務
に
係
る
措
置
）



第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
特
定
有
害
業
務
の
行
な
わ
れ
る

り
、
特
定
有
害
業
務
の
行
わ
れ
る
場
所
に
つ
い
て
定
期

場
所
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

に
勤
務
環
境
を
検
査
し
、
及
び
そ
の
結
果
に
つ
い
て
記

、
定
期
に
勤
務
環
境
を
検
査
し
、
及
び
そ
の
結
果
に
つ

録
を
作
成
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
て
記
録
を
作
成
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

別
表
第
二

特
定
有
害
業
務
（
第
十
六
条
、
第
二
十
五
条

別
表
第
二

特
定
有
害
業
務
（
第
十
六
条
、
第
二
十
五
条

、
第
二
十
六
条
関
係
）

、
第
二
十
六
条
関
係
）

一

次
に
掲
げ
る
物
質
を
取
り
扱
い
、
又
は
そ
れ
ら
の

一

次
に
掲
げ
る
物
質
を
取
り
扱
い
、
又
は
そ
れ
ら
の

ガ
ス
、
蒸
気
若
し
く
は
気
膠
質
を
吸
入
す
る
こ
と
に

ガ
ス
、
蒸
気
若
し
く
は
気
膠
質
を
吸
入
す
る
こ
と
に

こ
う

こ
う

よ
り
障
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
業
務

よ
り
障
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
業
務

１
～
６

（
略
）

１
～
６

（
略
）

７

ク
ロ
ム
酸
及
び
そ
の
塩
並
び
に
重
ク
ロ
ム
酸
及

７

ク
ロ
ー
ム
及
び
そ
の
化
合
物



び
そ
の
塩

８
～

（
略
）

８
～

（
略
）

13

13

シ
ア
ン
化
カ
リ
ウ
ム
、
シ
ア
ン
化
水
素
及
び
シ

シ
ア
ン
及
び
そ
の
化
合
物
（
ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ

14

14

ア
ン
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

ル
、
ト
リ
レ
ン
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト
（
Ｔ
Ｄ
Ｉ
）

及
び
オ
ル
ト
・
フ
タ
ロ
ジ
ニ
ト
リ
ル
を
除
く
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

15

17

15

17

オ
ル
ト
―
フ
タ
ロ
ジ
ニ
ト
リ
ル

オ
ル
ト
・
フ
タ
ロ
ジ
ニ
ト
リ
ル

18

18

～

（
略
）

～

（
略
）

19

22

19

22

二
酸
化
硫
黄

二
酸
化
い
お
う

23

23

・

（
略
）

・

（
略
）

24

25

24

25

ベ
ン
ゼ
ン

ベ
ン
ゼ
ン
及
び
そ
の
同
族
体

26

26

フ
ェ
ノ
ー
ル

（
新
設
）

27

ア
ル
フ
ァ
―
ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩

ア
ル
フ
ア
―
ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
、

28

27



ベ
ー
タ
―
ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
、
オ
ル

ト
―
ト
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
、
ジ
ア
ニ
シ
ジ
ン
及

び
そ
の
塩
、
ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩

、
マ
ゼ
ン
タ
、
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
並
び
に

オ
ー
ラ
ミ
ン

ベ
ー
タ
―
ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩

（
新
設
）

29

オ
ル
ト
―
ト
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩

（
新
設
）

30

オ
ル
ト
―
ト
ル
イ
ジ
ン

（
新
設
）

31

ジ
ア
ニ
シ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩

（
新
設
）

32

ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩

（
新
設
）

33

マ
ゼ
ン
タ

（
新
設
）

34

ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩

（
新
設
）

35

オ
ー
ラ
ミ
ン

（
新
設
）

36



芳
香
族
ニ
ト
ロ
化
合
物
及
び
芳
香
族
ア
ミ
ノ
化

ベ
ン
ゼ
ン
及
び
そ
の
同
族
体
の
ニ
ト
ロ
誘
導
体

37

28

合
物
（
ア
ル
フ
ァ
―
ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の

及
び
ア
ミ
ノ
誘
導
体
（

に
掲
げ
る
物
質
を
除
く

27

塩
、
ベ
ー
タ
―
ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
、

。
）

オ
ル
ト
―
ト
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
、
ジ
ア
ニ
シ
ジ

ン
及
び
そ
の
塩
、
ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ

の
塩
、
マ
ゼ
ン
タ
、
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
、

オ
ー
ラ
ミ
ン
、
パ
ラ
―
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
ア
ゾ
ベ

ン
ゼ
ン
、
パ
ラ
―
ニ
ト
ロ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
、
四

―
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
及
び
そ
の
塩
並
び
に
四
―

ニ
ト
ロ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
及
び
そ
の
塩
を
除
く
。
）

パ
ラ
―
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
ア
ゾ
ベ
ン
ゼ
ン

（
新
設
）

38

パ
ラ
―
ニ
ト
ロ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

（
新
設
）

39

四
―
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
及
び
そ
の
塩

（
新
設
）

40



四
―
ニ
ト
ロ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
及
び
そ
の
塩

（
新
設
）

41

芳
香
族
炭
化
水
素
の
ハ
ロ
ゲ
ン
置
換
体
（
三
・

芳
香
族
炭
化
水
素
の
ハ
ロ
ゲ
ン
置
換
体
（
三
・

42

29

―
ジ
ク
ロ
ロ
―
四
・

―
ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ

―
ジ
ク
ロ
ロ
―
四
・

―
ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ

三′

四′

三′

四′

ル
メ
タ
ン
、
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ク
ロ
リ
ド
、
ペ
ン
タ
ク

ル
メ
タ
ン
を
除
く
。
）

ロ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
（
Ｐ
Ｃ
Ｐ
）
及
び
そ
の
ナ
ト
リ

ウ
ム
塩
、
オ
ル
ト
―
ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
並
び
に

ク
ロ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

43

30

ベ
ン
ゾ
ト
リ
ク
ロ
リ
ド

（
新
設
）

44

ペ
ン
タ
ク
ロ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
（
Ｐ
Ｃ
Ｐ
）
及
び

（
新
設
）

45
そ
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩

（
略
）

（
略
）

46

31

脂
肪
族
炭
化
水
素
の
ハ
ロ
ゲ
ン
置
換
体
（
塩
化

脂
肪
族
炭
化
水
素
の
ハ
ロ
ゲ
ン
置
換
体
（
塩
化

47

32



ビ
ニ
ル
、
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ク
ロ

ビ
ニ
ル
、
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ク
ロ

ロ
ホ
ル
ム
、
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ

ロ
ホ
ル
ム
、
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ

エ
タ
ン
（
二
塩
化
エ
チ
レ
ン
）
、
一
・
一
・
二
・

エ
タ
ン
（
二
塩
化
エ
チ
レ
ン
）
、
一
・
一
・
二
・

二
―
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
（
四
塩
化
ア
セ
チ
レ

二
―
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
（
四
塩
化
ア
セ
チ
レ

ン
）
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
（
二
塩
化
メ
チ
レ
ン
）

ン
）
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
（
二
塩
化
メ
チ
レ
ン
）

、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
パ
ー
ク
ロ
ル
エ
チ

、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
パ
ー
ク
ロ
ル
エ
チ

レ
ン
）
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
臭
化
メ
チ
ル

レ
ン
）
及
び
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
を
除
く
。
）

、
一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ル
エ
タ
ン
及
び
一
・

二
―
ジ
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
（
二
塩
化
ア
セ
チ
レ
ン

）
を
除
く
。
）

・

（
略
）

・

（
略
）

48

49

33

34

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二
―
ジ

50

35
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
（
二
塩
化
エ
チ
レ
ン
）
及
び
一
・



一
・
二
・
二
―
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
（
四
塩
化

ア
セ
チ
レ
ン
）

四
塩
化
炭
素

（
新
設
）

51

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
（
二
塩
化
エ
チ
レ

（
新
設
）

52
ン
）一

・
一
・
二
・
二
―
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
（

（
新
設
）

53
四
塩
化
ア
セ
チ
レ
ン
）

（
略
）

（
略
）

54

36

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
パ
ー
ク
ロ
ル
エ
チ

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
パ
ー
ク
ロ
ル
エ
チ

55

37

レ
ン
）

レ
ン
）
及
び
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

（
新
設
）

56

臭
化
メ
チ
ル

（
新
設
）

57
・

（
略
）

・

（
略
）

58

59

38

39



ニ
ッ
ケ
ル
化
合
物
（
ニ
ッ
ケ
ル
カ
ル
ボ
ニ
ル
を

ニ
ッ
ケ
ル
化
合
物
（
ニ
ッ
ケ
ル
カ
ル
ボ
ニ
ル
を

60

40

除
き
、
粉
状
の
物
質
に
限
る
。
）

除
き
、
粉
状
の
物
質
に
限
る
。
別
表
第
二
の
二
第

二
号

に
お
い
て
同
じ
。
）

27

～

（
略
）

～

（
略
）

61

80

41

60

（
削
る
）

オ
ル
ト
―
ト
ル
イ
ジ
ン

61

（
略
）

（
略
）

81

62

溶
接
ヒ
ュ
ー
ム

（
新
設
）

82

有
機
溶
剤
（

ま
で
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
を
除

有
機
溶
剤
（

ま
で
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
を
除

83

82

63

62

く
。
）

く
。
）

酸
、
ア
ル
カ
リ
そ
の
他
の
刺
激
性
物
質
及
び
腐

酸
、
ア
ル
カ
リ
そ
の
他
の
刺
激
性
物
質
及
び
腐

84

64

食
性
物
質
（
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
を
除
く
。
）

し
よ
く
性
物
質

エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド

（
新
設
）

85

（
略
）

（
略
）

86

65



二
～
十
二

（
略
）

二
～
十
二

（
略
）

別
表
第
二
の
二

特
別
の
保
存
期
間
を
必
要
と
す
る
記
録

別
表
第
二
の
二

特
別
の
保
存
期
間
を
必
要
と
す
る
記
録

書
及
び
そ
の
保
存
期
間
（
第
十
六
条
、
第
二
十
五
条
関

書
及
び
そ
の
保
存
期
間
（
第
十
六
条
、
第
二
十
五
条
関

係
）

係
）

記

録

書

保
存
期
間

記

録

書

保
存
期
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

特
定
有
害
業
務
の
う
ち
次
に

（
略
）

二

特
定
有
害
業
務
の
う
ち
次
に

（
略
）

掲
げ
る
物
質
を
取
り
扱
う
業
務

掲
げ
る
物
質
を
取
り
扱
う
業
務

の
行
わ
れ
る
場
所
の
勤
務
環
境

の
行
わ
れ
る
場
所
の
勤
務
環
境

に
つ
い
て
の
検
査
に
係
る
記
録

に
つ
い
て
の
検
査
に
係
る
記
録

書

書

１
～
８

（
略
）

１
～
８

（
略
）

９

オ
ル
ト
―
ト
ル
イ
ジ
ン

（
新
設
）



～

（
略
）

９
～

（
略
）

10

27

26

ニ
ッ
ケ
ル
化
合
物
（
ニ
ッ

ニ
ッ
ケ
ル
化
合
物

28

27

ケ
ル
カ
ル
ボ
ニ
ル
を
除
き
、

粉
状
の
物
質
に
限
る
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

29

31

28

30

（
削
る
）

エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド

31

～

（
略
）

～

（
略
）

32

42

32

42

（
削
る
）

オ
ル
ト
―
ト
ル
イ
ジ
ン

43

（
略
）

（
略
）

43

44

エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド

（
新
設
）

44
・

（
略
）

・

（
略
）

45

46

45

46

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


